
京 都 大 学 本 部 事 務 決 裁 等 規 程 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

（前 略） 
 
 
 
別表第１ （略） 
別表第２（第３条第２項関係） 

事項 決裁者 
京都大学本部事務分掌規程（平
成１８年８月３０日総長裁定。
以下「分掌規程」という。）第
２条（第６号、第８号及び第９
号を除く。）、第４条、第５条
（第２号、第３号及び第５号か
ら第７号までを除く。）及び第
６条に定める事項 

総務・労務・人事担当の
理事 

  

分掌規程第２条（第６号、第８
号及び第９号に限る。）、第３
条、第５条（第２号及び第５号
から第７号までに限る。）及び
第２０条第４号に定める事項 
 

法務・コンプライアンス
担当の副学長 

  

別表第３ （略） 
 

 
附 則 

 この規程は、平成２７年１０月１日から施行する。 
 
別表第１ （同 左） 
別表第２（第３条第２項関係） 

事項 決裁者 
京都大学本部事務分掌規程（平
成１８年８月３０日総長裁定。
以下「分掌規程」という。）第
２条（第７号、第９号及び第１
０号を除く。）、第４条及び第
５条（第２号、第３号及び第５
号から第７号までを除く。）に
定める事項 

 （同 左） 

  

分掌規程第２条（第７号、第９
号及び第１０号に限る。）、第
３条、第５条（第２号及び第５
号から第７号までに限る。）及
び第２０条第４号に定める事
項 

（同 左） 

  

別表第３ （同 左） 
 

 

（略） 

（略） 

（同 左） 

（同 左） 


